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(57)【要約】
【課題】ピアノ線等の不正器具を用いた不正行為だけで
なく糸付き球を用いた不正行為も防止できる遊技機を提
供する。
【解決手段】遊技盤７を収容する本体枠２に対して前面
扉３が開閉可能に取り付けられていると共に、この前面
扉３に遊技盤７の遊技領域８を視認可能な透明板４が保
持されており、発射装置２３により発射された遊技球が
外レール３２と内レール１０で挟まれた発射案内通路３
４を通って遊技領域８へ打ち出されるパチンコ機Ｐにお
いて、内レール１０は、遊技盤７に固着される合成樹脂
製のレール基体３９と、レール基体３９の前端部に沿っ
て形成されて透明板４の背面に密着する弾性片４０とか
らなり、遊技盤７の盤面から弾性片４０の前端に至る高
さ寸法を発射案内通路３４の下流側よりも上流側の方が
低くなるように設定した。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技領域が形成された遊技盤と、前記遊技盤が設けられた本体枠と、前記遊技領域に向
けて遊技球を発射する発射装置と、前記発射装置にて発射された遊技球を前記遊技領域の
上部側に誘導するように前記遊技盤の盤面に立設され、所定空間を介して対向する外レー
ルと内レールからなる発射案内通路と、前記遊技領域を視認可能な透明板が保持された前
面扉とを備え、前記本体枠の前面に前記前面扉が開閉可能に取り付けられることにより、
前記発射案内通路と前記透明板の背面を対向させる閉鎖状態となし、かつ、当該閉鎖状態
から前記遊技領域を開放させる開放状態にし得る遊技機において、
　前記閉鎖状態における前記透明板の背面と密着する弾性片が前記内レールの前端部に沿
って設けられており、前記開放状態における前記遊技盤の盤面から前記弾性片の前端に至
る高さ寸法が、前記発射案内通路の下流側よりも上流側の方が低くなるように設定されて
いることを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遊技球を用いて遊技を行う遊技球に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、パチンコ機に代表される遊技機は、遊技領域を有する遊技盤が設けられた本
体枠と、この本体枠の前面に開閉自在に取り付けられると共に遊技領域を視認可能な透明
板が保持された前面扉と、遊技盤の遊技領域に向けて遊技球を発射する発射装置等を備え
ており、本体枠と前面扉の開閉状態は施錠装置によって施錠されるようになっている。遊
技盤には、発射装置から発射された遊技球を遊技領域の上部側に案内する外レールと、遊
技領域の周壁の大部分を規定する内レールとが設けられており、これら外レールと内レー
ルとで挟まれた空間部分が発射案内通路となっている。
【０００３】
　このようなパチンコ機では、例えば、本体枠と前面扉の隙間からピアノ線等の不正器具
を挿入し、このピアノ線等を用いて入賞口やＶゾーンと呼ばれる特定領域に恰も遊技球が
入ったかのように検知センサを誤動作させることで、遊技球を不正に搾取するという不正
行為が行われることがある。
【０００４】
　そこで、このようなピアノ線等を用いた不正行為に対処する従来例として、内レールの
前端部に沿って弾性ひれ片を一体形成し、本体枠に対して前面扉が閉鎖された状態で施錠
されているとき、前面扉に保持された透明板の背面に弾性ひれ片を密着させるようにした
パチンコ機が提案されている（例えば、特許文献１参照）。かかる従来例によれば、施錠
状態にある本体枠と前面扉の隙間からピアノ線等の不正器具を挿入し、この不正器具を発
射案内通路を横切って遊技領域にアクセスしようとしても、不正器具は内レールの前端部
に形成された弾性ひれ片によって遊技領域への侵入が阻止されるため、ピアノ線等の不正
器具を用いた不正行為を防止することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－２３３２６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、遊技球を不正に搾取するゴト行為の手口は日を追うごとに巧妙になってきて
おり、例えば、遊技球に紐状体を接着した糸付き球と呼ばれる不正球を作成し、紐状体を
手で持ったまま不正球を発射装置に装填して遊技領域内に打ち出した後、手に持った紐状
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体を操作することにより、遊技領域内に到達した糸付き球を自在に操る糸ゴトと呼ばれる
不正行為が問題となっている。かかる糸ゴト行為は、発射装置に装填した糸付き球が遊技
領域内に到達すると、遊技領域内に植設された任意の遊技釘に引っ掛かった状態となるた
め、引っ掛かった遊技釘を支点として紐状体をリフティング操作することによって、糸付
き球を遊技領域に配設された始動入賞口や一般始動入賞口へ導くことができる。すなわち
、糸ゴト行為は糸付き球に正規の遊技球と同じような挙動をさせることが可能となるため
、特許文献１に記載された従来のパチンコ機では、ピアノ線等の不正器具を用いた不正行
為は防止できても、このような糸ゴト行為を防止することはできなかった。
【０００７】
　本発明は、このような従来技術の実情に鑑みてなされたもので、その目的は、ピアノ線
や糸付き球等の不正器具を用いた不正行為を防止できる遊技機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の目的を達成するために、本発明の遊技機は、遊技領域が形成された遊技盤と、前
記遊技盤が設けられた本体枠と、前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射装置と、前
記発射装置にて発射された遊技球を前記遊技領域の上部側に誘導するように前記遊技盤の
盤面に立設され、所定空間を介して対向する外レールと内レールからなる発射案内通路と
、前記遊技領域を視認可能な透明板が保持された前面扉とを備え、前記本体枠の前面に前
記前面扉が開閉可能に取り付けられることにより、前記発射案内通路と前記透明板の背面
を対向させる閉鎖状態となし、かつ、当該閉鎖状態から前記遊技領域を開放させる開放状
態にし得る遊技機において、前記閉鎖状態における前記透明板の背面と密着する弾性片が
前記内レールの前端部に沿って設けられており、前記開放状態における前記遊技盤の盤面
から前記弾性片の前端に至る高さ寸法が、前記発射案内通路の下流側よりも上流側の方が
低くなるように設定されていることを特徴としている。
【０００９】
　このように構成された遊技機において、施錠状態にある本体枠と前面扉の隙間からピア
ノ線等の不正器具を挿入して遊技領域にアクセスしようとしても、この不正器具は内レー
ルの前端部に沿って設けられて透明板の背面に密着する弾性片によって遊技領域への侵入
が阻止されるため、ピアノ線等の不正器具を用いた不正行為を防止することができる。ま
た、発射装置から糸付き球が遊技領域に向けて発射された場合、この糸付き球は外レール
と内レールで挟まれた発射案内通路を通過して遊技領域内に到達するが、この状態で糸付
き球をリフティング操作して始動入賞口や一般始動入賞口に入賞させようとすると、糸付
き球に繋がれた紐状体が密着力の弱い弾性片の上流側と透明板の背面との間に嵌まり込ん
だ後、繰り返しのリフティング操作に伴って密着力の高い弾性片の下流側へ移行して身動
きできなくなるため、糸付き球を用いた不正行為も防止することができる。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の遊技機によれば、ピアノ線や糸付き球等の不正器具を用いた不正行為を防止す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態例に係るパチンコ機の外観斜視図である。
【図２】該パチンコ機の前面扉を開けた状態の外観斜視図である。
【図３】該パチンコ機の背面図である。
【図４】該パチンコ機に備えられる遊技盤の要部を示す正面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿う断面拡大図である。
【図６】図４のVI－VI線に沿う断面拡大図である。
【図７】図４のVII－VII線に沿う断面拡大図である。
【図８】図５のＡ部詳細図である。
【図９】図４に示す遊技盤に設けられた内レールの斜視図である。
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【図１０】糸付き球を用いたときの該球戻り防止機構の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　発明の実施の形態について図面を参照して説明すると、図１に示すように、本実施形態
例に係るパチンコ機Ｐは、遊技場の島設備に設置される縦長方形状の機枠１と、機枠１に
扉状に開閉自在に取り付けられた本体枠２と、本体枠２の前面に扉状に開閉自在に取り付
けられた前面扉３等を備えており、前面扉３にはガラスやプラスチック等からなる透明板
４が取り付けられている。
【００１３】
　図２に示すように、機枠１の左側枠部には上側軸受け体５ａと下側軸受け体５ｂが固着
されており、この下側軸受け体５ｂよりも下方の左下隅部には大型のスピーカ６が配設さ
れている。一方、本体枠２の左側枠部の上下両端には第１ピン（図示せず）が設けられて
おり、これら両第１ピンが対応する上下の軸受け体５ａ，５ｂに軸支されることにより、
本体枠２は機枠１に対して開閉自在となっている。
【００１４】
　本体枠２の上部内側には遊技盤７が収納されており、この遊技盤７の盤面（前面）は透
明板４を透して目視可能となっている。遊技盤７はその盤面に遊技領域８を有しており、
遊技領域８は前面扉３の透明板４を透して外部から目視可能となっている。遊技領域８の
前面は透明板４の背面によって覆われると共に、ガイドレール９と内レール１０によって
略円形状に区画形成されており、この遊技領域８内を後述する発射装置２３から打ち出さ
れた遊技球が流下する。また、遊技領域８内には、表示装置２４ａを有する可変表示ユニ
ット２４と、一対の始動入賞口２５，２６と、複数の一般入賞口２７と、通過ゲートであ
るスルーチャッカー２８と、大入賞口を有するアタッカー装置２９が設けられており、そ
れ以外にも風車等の装飾部材や多数の遊技釘（図示省略）が設けられている。
【００１５】
　遊技領域８内に設けられた上記各部材について簡単に説明すると、可変表示ユニット２
４の下側にはステージ３０が設けられており、一対の始動入賞口２５，２６はステージ３
０の真下位置に上下２段に積層状態で配置されている。上段側の始動入賞口２５は可動片
を持たない非作動式の入賞口であるが、下段側の始動入賞口２６は一対の可動片を有する
作動式（電動チューリップ構造）の入賞口となっている。そして、これら始動入賞口２５
，２６のいずれか一方に遊技球が入ると、それを契機として特別図柄表示の電子抽選が行
われ、表示装置２４ａの表示画面上で演出用図柄の変動表示および停止表示が行われる。
また、スルーチャッカー２８を遊技球が通過したことを契機として普通図柄表示の電子抽
選が行われ、その抽選結果が当たりの場合に始動入賞口２６の可動片を一時的に開放して
遊技球の入球を許可するようになっている。
【００１６】
　アタッカー装置２９は、始動入賞口２５，２６に遊技球が入ることを契機に行われる特
別図柄表示の電子抽選の結果、当たりとなって大当たり遊技状態へ移行した場合に作動さ
れる装置である。具体的には、特別図柄表示の抽選結果が当たりの場合、可変表示ユニッ
ト２４の表示装置２４ａの表示画面上で演出用図柄の変動停止を例えば「７７７」のよう
に特別図柄で停止させると共に、アタッカー装置２９が複数回繰り返し開放動作して内部
の大入賞口を露呈させる。アタッカー装置２９は１回の開放動作について例えば３０秒経
過するまで、あるいは遊技球が大入賞口に例えば１０個入るまで開放状態を維持し、かか
る開放動作を例えば１５回繰り返した後に大当たりが終了する。なお、始動入賞口２５，
２６に遊技球が入ると、特別図柄表示の抽選結果が行われると共に、所定個数の遊技球が
賞球として遊技者に払い出されるが、一般入賞口２７に遊技球が入った場合には所定個数
の遊技球の払い出しのみが行われる。そして、いずれの始動入賞口２５，２６や一般入賞
口２７にも入らなかった遊技球は、遊技領域８の最下端部に設けられたアウト口３１から
遊技盤７の裏面側に排出されるようになっている。
【００１７】
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　遊技盤７よりも下方に位置する本体枠２は前面扉３の下部によって覆い隠される設置部
２ａとなっており、この設置部２ａ内の下部中央には遊技球を遊技領域８に向けて発射す
る発射装置２３が配設されている。この発射装置２３は遊技球を打撃するハンマ２３ａを
有しており、ハンマ２３ａはロータリソレノイド等を駆動源として回転動作（揺動）され
る。また、本体枠２の右側枠部にはシリンダ錠１１ａを有する施錠装置１１が設置されて
おり、図示省略されているが、この施錠装置１１は本体枠２の裏面に配置された後部施錠
杆と本体枠２の前面に配置された前部施錠杆とを備えている。常態では、施錠装置１１の
後部施錠杆によって機枠１に対して本体枠２が施錠されると共に、前部施錠杆によって本
体枠２に対して前面扉３が施錠されている。そして、シリンダ錠１１ａの鍵穴に図示せぬ
鍵を差し込み、この鍵を一方向（例えば時計回り）へ回動すると、後部施錠杆が下動して
本体枠２が開錠されるようになっている。また、シリンダ錠１１ａの鍵穴に差し込んだ鍵
を他方向（反時計回り）へ回動すると、前部施錠杆が上動して前面扉３が開錠されるよう
になっている。
【００１８】
　前面扉３の左側枠部の上下両端には第２ピン（図示せず）が設けられており、これら両
第２ピンを本体枠２の上下の軸孔（図示せず）に挿入することにより、前面扉３は本体枠
２に対して開閉自在となっている。図１に戻り、前面扉３には遊技盤７の盤面に対向する
大きな開口３ａが開設されており、この開口３ａは透明板４によって塞がれている。前面
扉３の上部には比較的小型のスピーカ１２が左右に１個ずつ配設されており、これらスピ
ーカ１２と前述した大型のスピーカ６とによって遊技に関する様々な効果音を発するよう
になっている。また、前面扉３の下部には、遊技盤７の裏面に配設された賞球払出装置（
後述する）から払い出された遊技球を収容する上段受皿１３と、上段受皿１３から排出さ
れた遊技球を収容する下段受皿１４と、遊技者による押下操作が可能なプッシュ釦１５と
が設けられており、上段受皿１３の右側方には発射装置２３の発射強度を調整するための
操作ハンドル１６が配設されている。
【００１９】
　図３に示すように、このパチンコ機Ｐの背面側には、遊技に関する主要な処理を行う主
制御処理部１７と、主制御処理部１７からの指令を受けて表示装置やスピーカ等の各種装
置を制御する副制御処理部１８と、上段受皿１３に対して所定数の遊技球を賞球として払
い出す賞球払出装置１９と、主制御処理部１７からの指令を受けて賞球払出装置１９を制
御する払出制御処理部２０と、操作ハンドル１６の回動操作量に応じて発射装置２３の作
動を制御する発射制御処理部２１と、賞球数や大当たり回数等の各種情報を遊技場のホー
ルコンピュータに出力する外部端子基板２２等が設けられている。主制御処理部１７は、
ＣＰＵ（Central Processing Unit）と、予め定められた制御プログラムを格納するＲＯ
Ｍ（Read Only Memory）と、生成された処理情報の一時記憶および記憶した情報の削除を
行うＲＡＭ（Random Access Memory）等が実装された制御基板（メイン基板）とを備えて
おり、このＣＰＵがＲＯＭに格納された各種プログラムやデータを読み込んで実行するこ
とにより、遊技に関する主要な処理が行われる。
【００２０】
　図４に示すように、透明板４によって前面が覆われる遊技盤７の遊技領域８において、
当該透明板４の左側下方（発射装置２３）から発射された遊技球を当該遊技領域８の上部
側に案内する外レール３２と、この外レール３２の内側に所定空間を存して対向する前記
内レール１０とが遊技盤７の盤面に立設されており、これら外レール３２と内レール１０
とで挟まれた空間部分の前面が透明板４の背面と対向し、発射装置２３から発射された遊
技球を通過可能とさせる発射案内通路３４となっている。なお、図４において、遊技領域
８内に設けられた可変表示ユニット２４（表示装置２４ａ）や始動入賞口２５，２６等は
図示省略されている。外レール３２はアウト口３１から離れた左側位置から遊技盤７の左
側端および上端部を経て円弧状に配置されており、外レール３２の上端側はガイドレール
９に連続している。内レール１０はアウト口３１のやや左側位置から遊技盤７の上端部に
かけて円弧状に配置されており、発射案内通路３４の上端部には球戻り防止片３３が配置
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されている。この球戻り防止片３３は、遊技球の発射方向（遊技領域８側）への通過を許
可すると共に戻り方向（発射案内通路３４側）への通過を阻止するものであり、内レール
１０の上端部に設けられた保持ベース３５に回転可能に支持されている。
【００２１】
　図２に戻り、遊技盤７よりも下方の設置部２ａには発射レール３６が設けられており、
この発射レール３６は発射案内通路３４に向かって上り勾配で傾斜している。一方、前面
扉３の裏面側には上段受皿１３に連通する整流器３７が突設されており、本体枠２に対し
て前面扉３が施錠された状態において、整流器３７の出口である供給口３７ａが発射レー
ル３６の右端最下部に位置するようになっている。これにより、上段受皿１３に貯留され
た遊技球は整流器３７で整流された状態で供給口３７ａから発射レール３６へ１個ずつ供
給され、この発射レール３６に保持された遊技球が発射装置２３のハンマ２３ａの打撃に
よって発射案内通路３４の方向へ発射される。また、発射レール３６から発射案内通路３
４に至る空間の下部はファール球回収路３８となっており、本体枠２に対して前面扉３が
施錠された状態において、下段受皿１４から前面扉３の裏面側に突出する球回収部１４ａ
がファール球回収路３８の最下部に位置するようになっている。
【００２２】
　次に、前述した内レール１０の構成を図５～図９に基づいて詳しく説明する。図９に示
すように、内レール１０は、ＡＢＳ樹脂やＰＣ（ポリカーボネート）等の合成樹脂からな
る長尺状のレール基体３９と、レール基体３９の前端部に沿って設けられたエラストマー
からなる弾性片４０とによって構成されており、レール基体３９の後端部には遊技盤７に
固着するための複数の取付脚３９ａが設けられている。レール基体３９と弾性片４０は２
色成形により一体化されており、図８に示すように、これらレール基体３９と弾性片４０
の接合面には階段状の凹凸部４３が形成されている。したがって、幅寸法（厚み）の薄い
レール基体３９と弾性片４０を２色成形する場合でも、両者３９，４０の接合面積が凹凸
部４３によって広がるため、弾性片付の内レール１０を２色成形法を用いて容易に製造す
ることができる。
【００２３】
　弾性片４０には、先端部が透明板４の背面に当接する支持部４０ｂと、遊技盤７の盤面
（前面）からの高さ寸法が支持部４０ｂよりも高くなるように斜め前方（図８の斜め左方
）に突出する先端フィン部４０ａとがＹ字状に一体形成されている。そして、本体枠２に
対して前面扉３が施錠されて閉鎖状態にあるとき、前面扉３に取り付けられた透明板４の
背面に対して斜めに突出する先端フィン部４０ａの側面４０ｃが密着するようになってい
る。ここで、レール基体３９は長手方向の全長に亘って同じ高さ寸法に設定されているが
、遊技盤７の盤面から弾性片４０の前端に至る高さ寸法、つまり、弾性片４０から斜め前
方に突出する先端フィン部４０ａの長さ寸法は、発射案内通路３４の下流側よりも上流側
の方が低くなるように設定されている。
【００２４】
　すなわち、先端フィン部４０ａの下流部（遊技領域８の左側下方）から発射案内通路３
４の上流側よりも予め定められた手前となる中流部位の範囲まで、先端フィン部４０ａは
遊技盤７の盤面から透明板４の背面に至る寸法Ｓ（図８参照）よりも高く設けられ、かつ
、その先端部が重みによって一方側（図８の左方）に倒れ易くなるように斜めに突出させ
る設定としている。これにより、図５と図８に示すように、発射案内通路３４の下流側か
ら中央部付近に至る範囲では、寸法Ｓよりも長さ寸法の長い先端フィン部４０ａの先端部
と側面４０ｃが透明板４に押圧されて遊技盤７の盤面側に向かうよう撓められ、透明板４
の背面に対して先端フィン部４０ａの側面４０ｃが大きな圧接力で密着される。
【００２５】
　また、図６に示すように、発射案内通路３４の上流側の手前付近では、寸法Ｓよりも高
い長さから徐々に寸法Ｓと同程度となるように先端フィン部４０ａが短く形成されている
ため、先端フィン部４０ａが透明板４の背面に小さな圧接力で密着され、図７に示すよう
に、発射案内通路３４の上流側の端部付近では、寸法Ｓよりも高さ寸法をなだらかに短く
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するように先端フィン部４０ａが形成されているため、透明板４の背面と弾性片４０との
間に隙間Ｇ（例えば、ピアノ線を挿入可能な空隙）が形成される。なお、隙間Ｇに挿入可
能となるピアノ線は、遊技領域８の中央部や下方部に設けられた遊技球の入球口等の役物
位置を目指すよう進入させて不正行為を達成させる不正器具となる。したがって、上述の
中流部位または図６に示す発射案内通路３４の上流側の手前付近とは、遊技領域８の中央
部に設けられた遊技球の入球口等の役物位置よりも遊技領域８の上部側であることが好ま
しい。また、他の実施形態例として、発射案内通路３４の上流側の端部付近において、図
６に示す高さ寸法となるように先端フィン部４０ａをなだらかにまたは段階的に短く形成
することにより、図７に示す隙間Ｇを形成させないようにしても良い。
【００２６】
　このように構成されたパチンコ機Ｐにおいて、発射装置２３から正規の遊技球が遊技領
域８に向かって発射されると、遊技球は発射案内通路３４を上昇しながら球戻り防止片３
３を通過して遊技領域８内に進入する。前述したように、このようにして遊技領域８内に
進入した遊技球が始動入賞口２５，２６に入ると、特別図柄表示の電子抽選が行われると
共に、所定個数の遊技球が賞球として払い出される。また、遊技領域８内に進入した遊技
球が一般入賞口２７に入ると、所定個数の遊技球の払い出しみが行われ、いずれの始動入
賞口２５，２６や一般入賞口２７にも入らなかった遊技球はアウト口３１から遊技盤７の
裏面側に排出される。
【００２７】
　次に、不正行為を働こうとする者が遊技球に釣り糸等の紐状体４１を接着・固定して不
正球（糸付き球）Ｂを作成し、かかる糸付き球Ｂを使用して遊技を行う場合について図１
０を参照しつつ説明する。
【００２８】
　紐状体４１を付けた糸付き球Ｂを上段受皿１３に投入して発射装置２３へ供給し、この
糸付き球Ｂに繋がれた紐状体４１を手で持ったまま操作ハンドル１６を回動操作すると、
前述した正規の遊技球と同様に、糸付き球Ｂは発射案内通路３４を上昇しながら球戻り防
止片３３を通過して遊技領域８内に進入した後、図１０の実線で示すように、遊技領域８
内に植設された任意の遊技釘４２に引っ掛かった状態となる。この状態で引っ掛かった遊
技釘４２を支点として糸付き球Ｂをリフティング操作しようとすると、図１０の破線で示
すように、糸付き球Ｂに接続された紐状体４１の引き込み動作に伴って、紐状体４１が内
レール１０の上端から外れて弾性片４０と透明板４との間に形成された隙間Ｇに滑り落ち
た後、透明板４と先端フィン部４０ａの間に食い込んでいく。したがって、紐状体４１を
リフティング操作して糸付き球Ｂを遊技領域８の所定位置に導こうとしても、紐状体４１
が内レール１０の弾性片４０と透明板４との間に食い込んで身動きできなくなるため、糸
付き球Ｂを用いてブドウと呼ばれる球詰まり状態を作り出したり、始動入賞口２５や一般
入賞口２７に不正に入賞させることを防止できる。
【００２９】
　また、施錠状態にある本体枠２と前面扉３の隙間からピアノ線等の不正器具を挿入して
遊技領域８にアクセスしようとしても、この不正器具は透明板４の背面に密着する内レー
ル１０の弾性片４０によって遊技領域８への侵入が阻止され、特に、始動入賞口２５，２
６やアタッカー装置２９等が配設された遊技領域８の下部領域に隣接する発射案内通路３
４の下流側では、透明板４の背面に対して弾性片４０の先端フィン部４０ａが大きな圧接
力で密着しているため、ピアノ線等の不正器具を用いた不正行為も防止することができる
。
【００３０】
　以上説明したように、本実施形態例に係るパチンコ機Ｐでは、透明板４の背面と密着可
能な弾性片４０が内レール１０の前端部に沿って設けられており、この弾性片４０に形成
された先端フィン部４０ａの長さ寸法を発射案内通路３４の下流側よりも上流側の方が低
くなるように設定し、本体枠２に対して前面扉３を閉鎖状態としたときに、透明板４の背
面に対する先端フィン部４０ａ圧接力が発射案内通路３４の下流側に向かって大きくなる
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ように構成されている。このような構成により、施錠状態にある本体枠２と前面扉３の隙
間からピアノ線等の不正器具を挿入して遊技領域８にアクセスしようとしても、この不正
器具は透明板４の背面に密着する弾性片４０によって遊技領域８への侵入が阻止され、特
に、始動入賞口２５，２６やアタッカー装置２９等が配設された遊技領域８の下部領域に
隣接する発射案内通路３４の下流側では、透明板４の背面に対して弾性片４０の先端フィ
ン部４０ａが大きな圧接力で密着しているため、ピアノ線等の不正器具を用いた不正行為
を防止することができる。
【００３１】
　また、糸付き球Ｂを上段受皿１３に投入して発射装置２３から発射すると、この糸付き
球Ｂは発射案内通路３４を上昇しながら球戻り防止片３３を通過して遊技領域８内に進入
するが、この状態で糸付き球Ｂをリフティング操作して遊技領域８の所定領域に導こうと
しても、糸付き球Ｂに接続された紐状体４１が内レール１０の上端から外れて弾性片４０
と透明板４間の隙間Ｇに滑り落ちた後、繰り返しのリフティング操作に伴って圧接力の大
きな弾性片４０の下流側へ移行して身動きできなくなるため、ピアノ線等の不正器具を用
いた不正行為だけでなく、糸付き球Ｂを用いた不正行為も防止することができる。
【００３２】
　しかも、本実施形態例に係るパチンコ機Ｐでは、内レール１０が、遊技盤７に固着され
る合成樹脂製のレール基体３９と、このレール基体３９にエラストマーを２色成形して一
体化された弾性片４０とからなり、これらレール基体３９と弾性片４０の接合面に階段状
の凹凸部４３が形成されているため、弾性片付の内レール１０を２色成形法を用いて容易
に製造することができる。
【００３３】
　なお、上記実施形態例では、内レール１０の上端側の端部で弾性片４０が透明板４の背
面に接触しておらず、両者４，４０の間に隙間Ｇが形成されるようになっているが、糸付
き球Ｂの紐状体４１が嵌まり込める程度の小さな圧接力で弾性片４０の上端部が透明板４
に接触していても良く、要は、遊技盤７の盤面から弾性片４０の前端に至る高さ寸法が、
発射案内通路３４の下流側よりも上流側の方が低くなるように設定されていれば良い。
【００３４】
　また、上記実施形態例では、内レール１０を２色成形されたレール基体３９と弾性片４
０とで構成した場合について説明したが、レール基体３９と弾性片４０は必ずしも２色成
形されたものでなくても良く、例えば、別々に形成したレール基体と弾性片を接着や嵌合
等の固定手段を用いて一体化することも可能である。
【符号の説明】
【００３５】
　１　機枠
　２　本体枠
　３　前面扉
　４　透明板
　７　遊技盤
　８　遊技領域
　９　ガイドレール
　１０　内レール
　１１　施錠装置
　１６　操作ハンドル
　２３　発射装置
　３２　外レール
　３３　球戻り防止片
　３４　発射案内通路
　３５　保持ベース
　３９　レール基体
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　３９ａ　取付脚
　４０　弾性片
　４０ａ　先端フィン部
　４０ｂ　支持部
　４１　紐状体
　４２　遊技釘
　４３　凹凸部
　Ｂ　糸付き球
　Ｇ　隙間
　Ｐ　パチンコ機

【図１】 【図２】
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